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凡
例
　
時
＝
日
時
　
所
＝
場
所
　
容
＝
内
容
　
対
＝
対
象
　
条
＝
条
件
　
員
＝
定
員
　
数
＝
数
量
　
額
＝
支
給
・
助
成
額
な
ど
　
料
＝
料
金

　
　
　
募
＝
募
集
期
間
・
方
法
　
受
＝
受
付
　
持
＝
持
参
す
る
も
の
　
問
＝
問
い
合
わ
せ
先
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２
０
２
０
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に

ご
協
力
を

　

２
月
１
日
現
在
で
、
全
国
一
斉
に
『
農
林

業
の
国
勢
調
査
』
と
い
わ
れ
る
「
２
０
２
０

年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
今
後
の
農
林
業
の
政
策
に

役
立
て
る
た
め
に
５
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る

極
め
て
大
切
な
調
査
で
す
。

　

対
象
者
に
は
調
査
員
が
訪
問
し
、
調
査
票

に
農
林
業
の
経
営
状
況
な
ど
の
記
入
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問	

本
庁
舎
総
務
課

	

０
８
５
７-

30-

８
１
０
４

	

０
８
５
７-

20-

３
０
４
０

が
実
施
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
に
よ
り
、
宝

く
じ
の
助
成
金
で
整
備
し
た

も
の
で
す
。

【
移
動
か
ま
ど
の
整
備
】

容
城
北
地
区
防
災
対
策
協

議
会
で
は
、
自
助
・
共
助
に

よ
る
地
域
の
減
災
対
策
を
図

る
た
め
、
移
動
か
ま
ど
を
整

備
し
ま
し
た
。
こ
の
か
ま
ど

を
使
用
し
て
10
月
26
日
（
土
）
に
は
、
城
北

地
区
文
化
祭
（
延
べ
約
６
千
人
が
参
加
）
で

「
豚
汁
」を
作
り
、お
披
露
目
を
行
い
ま
し
た
。

問	

本
庁
舎
危
機
管
理
課

	

０
８
５
７-

30-

８
０
３
４

	

０
８
５
７-

20-

３
０
４
２

鳥
取
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
購
入

引
換
券
交
付
申
請
期
限
の
お
知
ら
せ

　

鳥
取
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
（
住
民
税

非
課
税
者
分
）
の
購
入
引
換
券
交
付
申
請
期

限
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。
購
入
を
お
考
え
の

人
は
、申
請
期
限
ま
で
に
ご
申
請
く
だ
さ
い
。	

▽
申
請
期
限
：
１
月
31
日
（
金
）
ま
で
（
消

印
有
効
）　

▽
商
品
券
購
入
期
限
・
使
用
期

限
：
３
月
８
日
（
日
）
ま
で　

※
詳
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

問	

本
庁
舎
経
済
・
雇
用
戦
略
課

	

０
５
７
０-

０
８
５
７
５
０（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

		https://prem
ium
-gift.jp/tottori/

「
健
康
と
く
ら
し
の
調
査
」
に　

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

高
齢
者
の
健
康
状
態
や
く
ら
し
の
様
子
を

把
握
す
る
こ
と
を
目
的
に
「
健
康
と
く
ら
し

の
調
査
」を
行
い
ま
す
。
本
調
査
の
結
果
は
、

次
期
介
護
保
険
事
業
計
画
・
高
齢
者
福
祉
計

画
の
策
定
に
お
い
て
重
要
な
資
料
と
し
て
活

用
し
ま
す
。
１
月
上
旬
よ
り
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
用
紙
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。	

対
鳥
取
市
在
住
で
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の
人
の

う
ち
、
無
作
為
に
選
ば
れ
た
６
３
０
０
人

問	

本
庁
舎
長
寿
社
会
課

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
１

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

福　
　
祉

軽
二
輪
・
二
輪
の
小
型
自
動
車
の

軽
自
動
車
税
申
告
窓
口
を
開
設

　

１
月
６
日
（
月
）
よ
り
、
軽
二
輪
お
よ
び

二
輪
の
小
型
自
動
車
の
軽
自
動
車
税
申
告
書

は
、
次
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
告
対
象
：
軽
二
輪
（
総
排
気
量
１
２
５

cc
を
超
え
２
５
０
cc
以
下
の
バ
イ
ク
）、
二

輪
の
小
型
自
動
車
（
総
排
気
量
２
５
０
cc
を

超
え
る
バ
イ
ク
）　

※
他
県
か
ら
の
転
入
に

伴
う
廃
車
申
告
は
扱
い
ま
せ
ん
。	

所
鳥
取

県
自
動
車
整
備
振
興
会
建
物
内
（
丸
山
町
）

11
番
窓
口

問	

本
庁
舎
市
民
税
課

	

０
８
５
７-

30-

８
１
４
４

	

０
８
５
７-

20-

３
９
２
１

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

時
【
参
加
申
込
期
間
】
１
月
７
日
（
火
）

13:

00
～
21
日
（
火
）
23:

00　
【
入
札
期
間

（
せ
り
売
形
式
）】
１
月
27
日
（
月
）
13:

00

～
29
日
（
水
）
23:
00　

容
市
税
な
ど
の
滞

納
に
よ
り
差
押
え
た
物
件
に
つ
い
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
実
施
。
日
程
、
物
件
情

報
な
ど
詳
し
く
は
、
本
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
）、
ヤ
フ
ー
官

公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。	

※
な
お
公
売
を
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問	

本
庁
舎
徴
収
課

	

０
８
５
７-

30-

８
１
６
４

	

０
８
５
７-

20-

３
９
２
０

長
寿
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問	

本
庁
舎
長
寿
社
会
課

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
３

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

	

14
ペ
ー
ジ
）

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（

	

14
ペ
ー
ジ
）

【
認
知
症
介
護
家
族
の
集
い
】

時
１
月
10
日
（
金
）
10:

00
～
12:

00

所
さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二
丁
目
）　

容
認
知
症
の
問
題
や
介
護
の
悩
み
な
ど
の

情
報
交
換
を
し
な
が
ら
交
流
を
す
る
場　

料
無
料

　

認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
各
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
や
次
の
各
セ
ン
タ
ー
で
も
受
け

て
い
ま
す
。

認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
認
知
症
の
人
と

家
族
の
会
鳥
取
県
支
部
）

　

毎
週
月
～
金　

10:

00
～
18:

00

	

０
８
５
９-

37-

６
６
１
１

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
（
渡
辺
病
院
）

	

０
８
５
７-

39-

１
１
５
１

【
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
】

時
２
月
13
日
（
木
）
14:

00
～
15:

30

所
本
庁
舎
6
階
６-

８
会
議
室

容
認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の

人
へ
の
接
し
方
や
地
域
で
認
知
症
の
人
を
支

え
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
学
ぶ
。
▽
講
師
：

認
知
症
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト　

料
無
料

募
２
月
10
日
（
月
）
ま
で

家
族
介
護
者
の
集
い　
　
　
　
　

｢
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル｣

時
１
月
18
日
（
土
）
10:

00
～
12:

00

所
高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
第
3
会
議
室

対
家
族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関
心
の
あ

る
人　

容
認
知
症
予
防
の
体
操　

▽
講
師
：

Fitness	Ja-

ん
ぐ
る　

料
２
０
０
円
（
活

動
協
力
金
）　

※
当
日
参
加
可
能

問	

ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
長
寿

社
会
課
内
）

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
３

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

介
護
予
防
教
室（
お
た
っ
し
ゃ
教
室
）

（
４
～
６
月
）

容
主
に
椅
子
に
座
り
な
が
ら
の
運
動
、
栄

養
や
お
口
の
機
能
改
善
の
た
め
の
講
話
。　

時
毎
週
１
回
90
分
・
３
か
月
間　

所
公
共

施
設
な
ど
全
17
会
場
（
予
定
）　

対
満
65
歳

以
上
の
人　

※
医
師
か
ら
、
運
動
制
限
さ
れ

て
い
な
い
人
の
み
。	

※
身
体
状
況
に
よ
っ

て
は
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。	

料
１
回
５
０
０
円　

募
２
月

28
日
（
金
）
ま
で
に
お
住
ま
い
の
地
域
の
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

問	

鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

鳥
取
東
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー（
包
括
支
援
係
）

	

鳥
取
こ
や
ま
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

鳥
取
南
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

鳥
取
西
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

（

	

14
ペ
ー
ジ
）

ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室

時
１
月
21
日
（
火
）
10:

00
～
12:

00

所
さ
わ
や
か
会
館
3
階
多
目
的
室		

容
▽
講

演
「
ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て
学
び
、
対
処
や

工
夫
に
つ
い
て
考
え
る
」　

講
師
：
原は

ら
だ田	

豊
ゆ
た
か

さ
ん
（
鳥
取
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　

所
長
）　

▽
交
流
会　

対
ひ
き
こ
も
り
状
態

に
あ
る
人
の
家
族　

料
無
料　

※
予
約
不
要

問	

さ
ざ
ん
か
会
館
障
が
い
者
支
援
課

	

０
８
５
７-

22-

５
６
１
６

	

０
８
５
７-

22-

５
６
７
０

お
知
ら
せ

令
和
元
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

　

次
の
事
業
は
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報

事
業
と
し
て
、（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

【給与支払報告書の提出】
　令和 2年 1月 1日現在、本市に住所がある従業
員に対して、前年中（平成 31年 1月 1日〜令和元
年 12 月 31 日）に給与を支払った会社や個人事業
主は、1月 31 日（金）までに給与支払報告書を問
い合わせ先まで提出してください。中途退職者の給
与支払報告書についても同様です。
　令和 2年度の市・県民税額の計算や令和元年分の
所得証明書など各種証明書の発行は、この給与支払
報告書に基づいて行いますので、提出が遅れると納
税通知書の発送が遅れたり、各種証明書の発行がで
きなくなります。
　給与支払報告書の提出は、インターネットを使っ
た市税の電子申告システム（eLTAX：エルタックス）
による方法が便利ですのでご利用ください。
■特別徴収の徹底に伴う事務手続きについて
　特別徴収の徹底に伴い、特別徴収から普通徴収に
切り替えができるのは一定の基準に該当する場合の
みとしています。基準に該当する従業員がいる場合
は、「普通徴収切替理由書兼仕切書」を提出してい
ただくとともに、給与支払報告書（個人別明細書）
の摘要欄に普通徴収に該当する理由（符号）を記載
してください。
　「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出がない場
合、または摘要欄に上記符号がない場合は特別徴収
となります。
　詳しくは 11月中旬にお送りした給与支払報告書
総括表に同封の書類をご覧いただくか、下記までお
問い合わせください。
問	本庁舎市民税課
	0857-30-8148
	0857-20-3921

事業主の皆さんへの
お知らせ

国保医療費のお知らせ
　令和元年 7月〜 10 月診療分の「国
民健康保険医療費のお知らせ」を 1月
下旬に発送予定です。
　医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きで
医療費の明細として使用することもできますが、再
発行はできませんので、申告手続きで使用される人
は大切に保管をお願いします。なお、11月〜 12月
診療分については申告期限内の送付が出来ませんの
で、領収書による申告をお願いします。
　国保はみなさんの支え合いで成り立っている制度
です。このお知らせをご自身の健康を振り返る機会
としていただき、国保事業の安定的な運営にご協力
ください。
問	本庁舎医療費適正化推進室
	0857-30-8227	 	0857-20-3906


